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　国民年金保険料は、所得税や住民税の申告で全
額が社会保険料控除の対象となります。その年の
１月１日から12月31日までに納付した保険料が対
象です。
　この社会保険料控除を受けるためには、支払っ
たことを証明する書類の添付が義務付けられてい
ます。
　このため、平成22年１月１日から９月30日まで
の間に国民年金保険料を納付された方については
�������	
�����������が11
月上旬に日本年金機構本部から送付されますの
で、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書
（もしくは領収書）を添付してください。
　また、10月１日から12月31日までの間に今年は
じめて国民年金保険料を納付された方について
は、来年の２月上旬に証明書が送付されます。
　ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、
ご本人の社会保険料控除に加えることができます

ので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付の
うえ申告してください。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示
されている年金事務所、または控除証明書専用ダ
イヤルへお問い合わせください。
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��　�0570-070-117
　　（IP 電話等の方は、�03-6700-1130）
　�受付期間
　　　11月１日（月）～平成23年３月15日（火）
　�受付時間
　　　月～金曜日　８ :30～17:15
　　　　※ただし月曜日（月曜日が休日の場合は
　　　　　火曜日）は19:00まで受付
　　　　※祝日はご利用いただけません。
　　　第２土曜日　９ :30～16:00
�������	　�23-4246
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　平泉の文化遺産は、平成23年の世
界遺産登録を目指しています。この
コーナーでは、登録に向けた取り組
み状況についてお知らせします。
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　10月14日、文部科学省講堂で「第34回世界遺産委員会
に係る情報交換会」が開催され、文化庁から世界遺産登
録の状況についての詳細な説明がありました。
　まず、世界遺産の数ですが、今年の世界遺産委員会
を経て、文化遺産704件（新規15件）、自然遺産180件（新
規５件）、複合遺産27件（新規１件）、合計で911件（新規
21件）となりました。世界遺産の登録物件は増加傾向に
あります。
　また、世界遺産委員会で発表された「推薦資産に対す
るイコモスの報告」に、次のような指摘が見られました。
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　資産の保存管理についても�������	
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と明言しています。これらの指摘内容は、「平泉」にとっ
ても非常に厳しいものです。しかし再チャレンジの取
り組みは、前回のイコモスの評価や世界遺産委員会の
決議に沿って着実に進められており、十分な理解が得
られるものと思われます。
　今年の世界遺産委員会では、諮問機関であるイコモ
ス（文化遺産）やＩＵＣＮ（自然遺産）の勧告を覆して登
録された物件が多くみられました。文化遺産では９件
が逆転登録しています。年々厳しくなるイコモスの評
価に、委員国が反発したという見方もありますが、そ
うした傾向が今後も続くかどうかは不明です。今年開催された世界遺産委員会の様子

するため個人負担はありません。
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　23年度の発掘調査予定については、22年12月17日ま
でが受付期間です。この期間内に協議があったものを
23年度の発掘調査スケジュールに組み入れていきます。

　町内には、数多くの貴重な遺跡があります。すでに
知られている遺跡内で住宅などを建てたり、切り土・
盛り土の工事をしたりする場合には、文化財保護の観
点から事前に埋蔵文化財の発掘調査が必要です。
　事業を円滑に進めるため、皆さまのご理解とご協力
をいただいて発掘調査を実施しております。
����������������

　発掘調査（野外調査）は毎年４月から10月までの７
カ月間です。11月から翌年３月までは室内整理期間（発
掘調査報告書作成など）となり、原則として発掘調査
（野外調査）は実施しません。
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　発掘調査や室内整理にかかる経費については、文化
財保護法に基づく原因者負担の原則により、開発事業
者に負担していただきます。
　個人住宅などの建設の場合は、国庫補助制度を活用

発掘調査の様子

　住宅建設などの計画
がある場合は、できる
だけ早い時期に協議を
お願いします。
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町教育委員会
　�46-5576
文化遺産センター
　�46-4012


